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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】所望する光沢度に基づく画像を形成できる仕組
みを提供する。
【解決手段】有色の記録剤及び透明の記録剤を用いて、
記録媒体に画像形成する画像形成手段と、画像形成手段
によって形成される画像の光沢度を指定する指定手段と
、記録媒体の種類に応じた記録媒体の特性情報を記憶す
る記憶手段と、指定手段により指定された光沢度、及び
前記記憶手段に記憶された特性情報のうち前記画像形成
手段による画像形成に用いる記録媒体の特性情報に基づ
いて、前記画像形成手段による前記透明の記録剤を用い
た画像形成を制御する制御手段とを有する。
【選択図】図８
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　有色の記録剤及び透明の記録剤を用いて、記録媒体に画像形成する画像形成手段と、
　前記画像形成手段によって形成される画像の光沢度を指定する指定手段と、
　記録媒体の種類に応じた記録媒体の特性情報を記憶する記憶手段と、
　前記指定手段により指定された光沢度、及び前記記憶手段に記憶された特性情報のうち
前記画像形成手段による画像形成に用いる記録媒体の特性情報に基づいて、前記画像形成
手段による前記透明の記録剤を用いた画像形成を制御する制御手段とを有することを特徴
とする画像形成装置。
【請求項２】
　前記指定手段は、前記画像形成手段によって形成される画像の光沢を出すよう指定可能
であり、
　前記制御手段は、前記指定手段によって前記画像形成手段によって形成される画像の光
沢度を出すよう指定されており、前記画像形成に用いる記憶媒体の特性情報が普通紙であ
る場合に、透明の記録剤を用いて前記記録媒体に画像形成することを特徴とする請求項１
に記載の画像形成装置。
【請求項３】
　前記指定手段は、前記画像形成手段によって形成される画像の光沢を出すよう指定可能
であり、
　前記制御手段は、前記指定手段によって前記画像形成手段によって形成される画像の光
沢度を出すよう指定されており、前記画像形成に用いる記憶媒体の特性情報がコート紙で
ある場合に、透明の記録剤を用いずに前記記録媒体に画像形成することを特徴とする請求
項１に記載の画像形成装置。
【請求項４】
　前記指定手段は、前記画像形成手段によって形成される画像の光沢を抑えるよう指定可
能であり、
　前記制御手段は、前記指定手段によって前記画像形成手段によって形成される画像の光
沢を抑えるよう指定されており、前記画像形成に用いる記憶媒体の特性情報が普通紙であ
る場合に、透明の記録剤を用いずに前記記録媒体に画像形成することを特徴とする請求項
１に記載の画像形成装置。
【請求項５】
　前記指定手段は、前記画像形成手段によって形成される画像の光沢を出さないよう指定
可能であり、
　前記制御手段は、前記指定手段によって前記画像形成手段によって形成される画像の光
沢を抑えるよう指定されており、前記画像形成に用いる記憶媒体の特性情報がコート紙で
ある場合に、透明の記録剤を用いて前記記録媒体に画像形成することを特徴とする請求項
１に記載の画像形成装置。
【請求項６】
　有色の記録剤及び透明の記録剤を用いて、記録媒体に画像形成する画像形成工程と、
　前記画像形成工程で形成される画像の光沢度を指定する指定工程と、
　記録媒体の種類に応じた記録媒体の特性情報を記憶手段に記憶する記憶工程と、
　前記指定工程で指定された光沢度、及び前記記憶手段に記憶された特性情報のうち前記
画像形成工程における画像形成に用いる記録媒体の特性情報に基づいて、前記画像形成工
程における前記透明の記録剤を用いた画像形成を制御する制御工程とを有する画像形成装
置の制御方法。
【請求項７】
　請求項６に記載の制御方法をコンピュータに実行させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、記録媒体（シート）に画像を形成する画像形成装置及びその制御方法、及び
プログラムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　透明トナーのような透明の記録剤を使用することにより、記録媒体に形成される画像の
光沢度を均一化する技術が知られている（特許文献１参照）。このような技術を用いて、
例えば、普通紙に透明トナーを載せることによって、普通紙の光沢度を増すことができる
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００６－１７１３０６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、透明の記録剤を用いて印刷する場合、印刷する記録媒体（シート）の種
類によって、熱定着した後の透明の記録剤の表面が、記録媒体本来の光沢度より光沢度を
増す場合と、記録媒体本来の光沢度よりも光沢度を失う場合がある。従って、透明の記録
剤を用いて画像を記録しても、常に光沢度が増すとは限らず、ユーザが所望する光沢度の
印刷物が出力されない場合が生じる。
【０００５】
　本発明の目的は、上記従来技術の問題点を解決することにある。
【０００６】
　本発明の特徴は、記録媒体の特性情報に基づいて、ユーザが所望する光沢度に基づく画
像を形成できる仕組みを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するために本発明の一態様に係る画像形成装置は以下のような構成を備
える。即ち、
　カラー記録剤及び透明の記録剤を用いて、記録媒体に画像形成する画像形成手段と、画
像形成手段によって形成される画像の光沢度を指定する指定手段と、記録媒体の種類に応
じた記録媒体の特性情報を記憶する記憶手段と、指定手段により指定された光沢度、及び
記憶手段に記憶された特性情報のうち画像形成手段による画像形成に用いる記録媒体の特
性情報に基づいて、画像形成手段による透明の記録剤を用いた画像形成を制御する制御手
段とを有することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、記録媒体の特性情報に基づいて、ユーザが所望する光沢度に基づく画
像を形成できる画像形成を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の実施形態１に係る印刷システムの構成を示す図。
【図２】印刷システムにおけるソフトウェアモジュールの構成を示すブロック図。
【図３】本実施形態１に係る印刷装置の構造を説明する構造断面図。
【図４】印刷装置で透明トナーによる光沢度を設定するためのＵＩの一例を示す図。
【図５】印刷装置において、画像データを受け取って印刷を開始するまでの処理を説明す
るフローチャート。
【図６】ＰＣから印刷装置に印刷データを送信する処理を説明するフローチャート。
【図７】印刷装置がＰＣからデータを受信して、印刷動作を行う直前迄の処理を説明する
フローチャート。
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【図８】印刷装置における印刷処理を説明するフローチャート。
【図９】本実施形態１に係る用紙情報の一例を示す図。
【図１０】本発明の実施形態２に係るＵＩ画面例を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、添付図面を参照して本発明の好適な実施形態を詳しく説明する。尚、以下の実施
形態は特許請求の範囲に係る本発明を限定するものでなく、また本実施形態で説明されて
いる特徴の組み合わせの全てが本発明の解決手段に必須のものとは限らない。
【００１１】
　［実施形態１］
　図１は、本発明の実施形態１に係る印刷システムの構成を示す図である。
【００１２】
　このシステムでは、ＰＣ１０１と印刷装置（画像形成装置）１１１とがネットワーク１
２１を介して接続されている。
【００１３】
　ＰＣ１０１の構成を説明する。ＣＰＵ１０２は、このＰＣ１０１を統括的に制御する。
ＲＡＭ１０３は、ＣＰＵ１０２が実行するプログラムを記憶するとともに、ＣＰＵ１０２
による処理の実行時に各種データを記憶するワークエリアとして使用される。ＨＤＤ１０
４は、ＯＳや各種アプリケーションなどをインストールしており、実行時にこれらプログ
ラムがＲＡＭ１０３にロードされてＣＰＵ１０２により実行される。通信インターフェイ
ス１０５は、ネットワーク１２１を介して、ネットワーク上の各機器との間で通信を行う
。ＵＩ１０６は、キーボードや表示部、ポインティングデバイス等を有し、ユーザにより
操作されたりソフトウェアの操作結果等を表示する。
【００１４】
　次に画像形成装置である印刷装置１１１について説明する。
【００１５】
　ＣＰＵ１１２は、ＨＤＤ１１４からＲＡＭ１１３にロードされたプログラムに従って動
作する。ＲＡＭ１１３は、ＣＰＵ１１２により実行されるプログラムを記憶したり、ＣＰ
Ｕ１１２による処理時に各種データを記憶するワークエリアを提供する。ＨＤＤ１１４は
、ＯＳや各種アプリケーションなどをインストールしており、実行時にこれらプログラム
がＲＡＭ１１３にロードされてＣＰＵ１０２により実行される。またＨＤＤ１１４は、Ｐ
Ｃから受信した印刷データや、スキャナ１１７で読み取った画像データを記憶するのにも
使用される。通信インターフェイス１１５は、ネットワーク１２１を介して、ネットワー
ク上の各機器との間で通信を行う。ＵＩ１１６は、キーボードや表示部、ポインティング
デバイス等を有し、ユーザにより操作された指示内容を入力する。スキャナ１１７は、原
稿を読み取って、その原稿画像を示す画像データを生成する。プリンタエンジン１１８は
、電子写真法により記録媒体（シート）に画像を印刷する。尚、本実施形態に係る印刷装
置１１１のＵＩ１１６は、表示部と入力部とが一体のタッチパネルで構成されているのが
好ましい。尚、この印刷装置１１１は、多機能処理装置（ＭＦＰ）であっても良い。
【００１６】
　図２は、本実施形態１に係る印刷システムにおけるソフトウェアモジュールの構成を示
すブロック図である。尚、図１と共通する部分は同じ記号で示し、それらの説明を省略す
る。
【００１７】
　先ず最初にＰＣ１０１が有するソフトウェアについて説明する。
【００１８】
　２０１は、ＰＣ１０１のＣＰＵ１０２によって実行されるソフトウェア群である。２０
２はアプリケーションであり、データを作成して印刷を行う。２０３はプリンタドライバ
であり、アプリケーション２０２から印刷指示とデータを受けると、それを基にＰＤＬデ
ータ２０４を作成し、通信インターフェース１０５を介して印刷装置１１１へ送信する。
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プリンタドライバ２０３の操作画面はＵＩ１０６で表示される。
【００１９】
　次に印刷装置１１１が有するソフトウェアについて説明する。
【００２０】
　２１１は印刷装置１１１を制御するコントローラソフト群である。ＵＩ制御部２１２は
、ＵＩ１１６へのデータの出力及びＵＩ１１６からのデータの入力を制御する。クリア処
理判定部２１３は、印刷を行う記録媒体（シート）の情報を用紙情報データベース２１６
から得て、シートに透明トナー（透明トナー）を載せることで光沢性を増す、或は減らす
にはどうすべきかを判断する。透明トナー制御部２１４は、クリア処理判定部２１３の判
断に基づいて、最適な透明トナー印刷処理をプリンタエンジン１１８に行わせるよう制御
する。２１５は、ＰＣ１０１から受信したＰＤＬデータを解析するＰＤＬインタプリタ（
ＰＤＬ解析部）である。画像データ記憶部２１７は、スキャナ１１７で読み取った画像デ
ータ、或はＰＤＬ解析部２１５が展開した画像データを記憶している。この画像データ記
憶部２１７は、図１のＲＡＭ１１３或はＨＤＤ１１４に設けられている。
【００２１】
　図３は、本実施形態１に係る印刷装置１１１の構造を説明する構造断面図である。この
実施形態では、印刷装置１１１が複写機能を有している多機能処理装置の例で説明する。
【００２２】
　スキャナ１１７は、透明なガラス板などからなる原稿台と、その原稿台上に載置した原
稿を覆うカバーなどからなる原稿載置部１１が配されている。そして原稿台の下方で、照
明ランプ１４で照射されて原稿で反射された光は、ミラー１５，１６，１７により反射さ
れレンズ２０を介してＣＣＤセンサ２１に結像される。このＣＣＤセンサ２１により読み
取られた画像データは、不図示の信号処理回路によって処理された後、画像信号として読
出し部を経てプリンタエンジン１１８に出力される。
【００２３】
　プリンタエンジン（像形成手段）１１８は、像形成体である感光体ドラム２２の周縁に
配設された帯電器２３、像露光部を有している。また、現像器２４Ｔ，２４Ｙ，２４Ｍ，
２４Ｃ，２４Ｋ、転写器２５、クリーニング装置２６及び搬送ベルト２７、定着器２８な
どを有している。
【００２４】
　現像器２４Ｔ，２４Ｙ，２４Ｍ，２４Ｃ，２４Ｋは、感光体ドラム２２の周縁の最上流
部に透明トナーＴを収容した現像器２４Ｔが、最下流部には黒色のトナーを収容した現像
器２４Ｋが配設されている。現像器２４Ｙ，２４Ｍ，２４Ｃ，２４Ｋに収容される着色ト
ナーであるカラートナー（カラー記録剤）については周知のものが使用され、その説明を
省略する。現像器２４Ｔに収容される透明トナー（透明な記録剤）は、可視波長域の光を
殆ど通過させるので、得られるカラー画像の画像濃度には寄与しない。このトナーは、通
常のカラートナーから着色剤や染料を抜き取ったものである。
【００２５】
　２９は給紙カセットで、複数毎のシートを収容できる。この給紙カセットに収容された
最上部のシートは、ピックアップローラ３０の回転により取り出されて搬送され、レジス
トローラ３１の回転により転写器２５に送られて、それに感光体ドラム２２のトナー像が
転写される。
【００２６】
　画像の形成が開始されると、先ず感光体ドラム２２が矢印の方向に回転され、透明トナ
ー（Ｔ）に対する画像信号により透明トナー像の静電潜像が感光体ドラム２２上に形成さ
れ、透明トナーにより現像されて透明トナー像となる。次に帯電器２３による帯電と画像
に対応したイエロー（Ｙ）像の静電潜像の形成が行われ、この静電潜像は現像器２４Ｙか
らのＹトナーによって現像される。次に同様にして、マゼンタ（Ｍ）像の静電潜像の形成
及び、現像器２４ＭによるＭトナー像の形成が行われる。以下同様にして、Ｃ（シアン）
トナー像、黒トナー像が感光体ドラム２２上に形成される。こうして感光体ドラム２２上
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には、多色で透明トナーが加わったカラートナー像が形成される。
【００２７】
　こうして形成されたカラートナー像は、給紙カセット２９から給紙されるシート（転写
紙）に転写器２５により転写される。こうして透明トナー像が上層にくるようにしてカラ
ートナー像が転写された転写紙は、定着器２８に送られて定着された後、排紙ローラの回
転により装置外に排出される。
【００２８】
　なお、上記実施形態では、カラー画像の上に透明トナー像が形成されるように説明した
が、感光体ドラム２２上でカラー画像の上に透明トナー像を形成することにより、カラー
画像の最下層に透明トナー像が形成されるようにしても良い。
【００２９】
　図４は、本実施形態１に係る印刷装置１１１で透明トナーによる光沢度を指定可能な指
定部であるＵＩの一例を示す図である。
【００３０】
　４０１は、光沢度を設定するダイアログであり、既存のＵＩ上にボタンを追加し、その
ボタンを押下することにより表示される。この画面を表示するためのボタンは、既存ＵＩ
の適切な場所に追加される（設定を表示する位置は製品に依存しており、かつその位置は
画面上の何処でも良いため図を省略する）。具体的に、このボタンは、操作部のコピー画
面の上に追加される。本実施形態では、当該画面は、ＰＣ１０１のＵＩ１０６に表示され
ても、印刷装置１１１のＵＩ１１６に表示されてもよい。
【００３１】
　「光沢」４０２は、光沢度を増すように指示するボタンである。「つや消し」４０３は
、光沢度を減らすように指示するボタンである。「指定なし」４０４は、光沢度を指定し
ないように指示する（透明トナーを載せるだけ）ボタンである。言い換えると、「光沢」
４０２は、光沢度を「つや消し」４０３を指定したときより光沢度の大きい第１の光沢度
に設定するためのボタンである。このボタンを押すことによって、ユーザは、シートの光
沢を出すよう指定することができる。一方、「つや消し」４０３は、光沢度を「光沢」４
０２より光沢度の小さい第２の光沢度に設定するためのボタンである。このボタンを押す
ことによって、ユーザは、シートの光沢を抑えるよう指定することができる。
【００３２】
　図５は、本実施形態１に係る印刷装置において、画像データを受け取って印刷を開始す
るまでの処理を説明するフローチャートである。
【００３３】
　先ずステップＳ１で、ＵＩ１１６でユーザにより指定されシートの種類（サイズ及びシ
ートの種類）を入力する。またＵＩ１１６に表示したダイアログ４０１（図４）を使用し
てユーザが設定した光沢度の設定情報を入力する。次にステップＳ２に進み、ＵＩ１１６
のスタートボタンが押下されるのを待ち、スタートボタンが押下されるとステップＳ３に
進み、ＵＩ制御部２１２からクリア処理判定部２１３に、ステップＳ１で取得した光沢度
の設定情報とシートの種類を通知する。次にステップＳ４で、印刷用の画像データを取得
する。ここではコピーが指示されていれば、スキャナ１１７で読み取った画像データを取
得する。またボックス印刷であれば、ＨＤＤ１１４に蓄積されている画像データを読み出
す。そしてステップＳ５に進み、ステップＳ４で取得した画像データを画像データ記憶部
２１７に格納する。そして図８のステップＳ３１の処理に進む。？
　図６は、本実施形態１に係るＰＣ１０１から印刷装置１１１に印刷データを送信する処
理を説明するフローチャートである。この処理を実行するプログラムは、実行時にはＨＤ
Ｄ１０４からＲＡＭ１０３にロードされており、ＣＰＵ１０２の制御の下に実行される。
【００３４】
　先ずステップＳ１１で、ユーザが図４のＵＩ画面を使用して指定した光沢度に関する情
報を取得する。またステップＳ１２では、ユーザにより指定された用紙サイズを取得する
。これらステップＳ１１とＳ１２の処理は、いずれが先でも良い。尚、クリア印刷を行わ



(7) JP 2010-271546 A 2010.12.2

10

20

30

40

50

ない場合、クリア印刷の設定をＰＣ１０１ではなく印刷装置１１１で行う場合、または、
クリア印刷を行うが光沢度を指定しない場合は、ステップＳ１１は省略できる。
【００３５】
　次にステップＳ１３で、印刷命令が発行されるのを待ち、プリンタドライバ２０３が印
刷装置１１１に対して、光沢度に関する情報や用紙サイズを通知する。次にステップＳ１
５に進み、アプリケーション２０２で作成した画像イメージをプリンタドライバ２０３が
ＰＤＬデータ２０４に変換して、印刷装置１１１へ送信する。
【００３６】
　図７は、本実施形態１に係る印刷装置１１１がＰＣ１０１からデータを受信して、印刷
動作を行う直前までの像形成制御処理を説明するフローチャートである。尚、この処理を
実行するプログラムは、実行時にはＲＡＭ１１３に記憶されており、ＣＰＵ１１２の制御
の下に実行される。
【００３７】
　ステップＳ２１で、ＰＣ１０１からのＰＤＬデータを受信する。次にステップＳ２２で
、そのＰＤＬデータをＰＤＬ解析部２１５により解析する。ステップＳ２３では、受信し
たデータの中に、光沢度の増減指示／用紙種類の選択情報がある場合は、その情報をクリ
ア処理判定部２１３に設定する。ここでこれらの情報が設定されていないときは、印刷装
置１１１のデフォルト仕様に従って通常のＰＤＬプリント処理を行う。次にステップＳ２
４に進み、ＰＤＬデータからイメージデータを作成（レンダリング）し、ステップＳ２５
で画像データ記憶部２１７に蓄積する。
【００３８】
　図８は、本実施形態１に係る印刷装置１１１における印刷処理を説明するフローチャー
トである。尚、この処理を実行するプログラムは、実行時にはＲＡＭ１１３に記憶されて
おり、ＣＰＵ１１２の制御の下に実行される。
【００３９】
　まず、ステップＳ３１で、ＣＰＵ１１２は、図４に示す画面によって光沢度の調整をす
るよう指定されているか否かを判定する。ステップＳ３１で光沢度を調整するよう指定さ
れていると判定すると、ステップＳ３２に処理を進める。一方、ステップＳ３１で、ＣＰ
Ｕ１１２は、光沢度を調整するよう指定されていない場合、ステップＳ４２で、ＣＰＵ１
１２は、透明トナーを用いずに、ＣＭＹＫ等の有色のトナーを用いて印刷する。ステップ
Ｓ３２で、ＣＰＵ１１２は、図９に示す用紙情報（特性情報）をＨＤＤ１１４から取得す
る。
【００４０】
　図９は、本実施形態１に係る用紙情報（特性情報）の一例を示す図である。
【００４１】
　この記録媒体（用紙）の特性情報を記憶している特性記憶部は、本実施の形態では、Ｈ
ＤＤ１１４に設けられている。用紙情報は、用紙種類（用紙の名称）、坪量、表面性、色
、プロファイルを含んでいる。
【００４２】
　ＣＰＵ１１２は、ステップＳ３４で、ステップＳ３３で取得した用紙の特性情報を基に
、画像の印刷時に透明トナーを載せるか否かを判定する。
【００４３】
　具体的に、セットされた用紙の表面性が「１」より小さい値の用紙の場合には、透明ト
ナーを載せることにより、光沢度が増す。一方、表面性が「２」より小さい値の用紙に対
しては、透明トナーを載せると、光沢度が抑えられる。従って、図４に示す画面で「光沢
」が選択されている場合、クリア処理判定部２１３は、使用する用紙種類が普通紙、厚紙
１、厚紙２の場合には、透明トナーを載せることによってユーザの要求は満たされる。一
方、使用する用紙種類が、コート紙１、コート紙２である場合、透明トナーを載せないこ
とによってユーザの要求は満たされる。また、図４に示す画面で「つや消し」が設定され
ている場合、使用する用紙種類が普通紙、厚紙１、厚紙２の場合には、透明トナーを載せ
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ないことによってユーザの要求は満たされる。一方、使用する用紙種類が、コート紙１、
コート紙２である場合、透明トナーを載せないことによってユーザの要求は満たされる。
これらを踏まえて、ＣＰＵ１１２が、用紙情報に基づいて、透明トナーを用いて印刷を行
うか、透明トナーを用いずに印刷を行うかを決定する制御について以降に説明する。
【００４４】
　ステップＳ３３で、ＣＰＵ１１２は、ユーザによって「光沢」が指定されているか否か
を判定する。「光沢」が指定されている場合に、Ｓ３４に処理を進める。ステップＳ３４
で、ＣＰＵ１１２は、用紙情報（特性情報）が「０」であるか否かを判定する。用紙情報
の表面性が「０」である場合、透明トナーを載せることによって光沢が増す。そのため、
ステップＳ３４で、ＣＰＵ１１２が、用紙情報の表面性が「０」であると判定した場合、
ステップＳ３５に処理を進め、透明トナーを用いて印刷するよう制御する。一方、ステッ
プＳ３５で、ＣＰＵ１１２が、用紙情報の表面性が「０」ではないと判定した場合、ステ
ップＳ３６に処理を進め、透明トナーを用いずに、ＣＭＹＫトナーのうち必要なトナーを
用いて印刷するよう制御する。
【００４５】
　ステップＳ３３で、ＣＰＵ１１２は、ユーザによって「光沢」が指定されていないとき
はステップＳ３７に処理を進める。ステップＳ３７で、ＣＰＵ１１２は、「つや消し」が
指定されているか否かを判定する。ステップＳ３７で「つや消し」が指定されていると判
定した場合、ＣＰＵ１１２は、ステップＳ３８に処理を進める。ステップＳ３８で、ＣＰ
Ｕ１１２は、「つや消し」が指定されていると判定した場合に、ステップＳ３９に処理を
進める。ステップＳ３９で、ＣＣＰＵ１１２は、用紙情報（特性情報）の表面性が「０」
であるか否かを判定する。用紙情報の表面性が「０」である場合、透明トナーを用いずに
、ＣＭＹＫトナーのうち必要なトナーを用いて印刷するよう制御する。一方、ステップＳ
３９で、ＣＰＵ１１２が、用紙情報の表面性が「０」ではないと判定した場合、ステップ
Ｓ４０に処理を進め、透明トナーを用いて印刷するよう制御する。この場合、光沢を有す
る用紙に、透明トナーが載り、用紙の光沢は抑えられる。ステップＳ３７で「つや消し」
が指定されていると判定しなかった場合、Ｓ４１に処理を進める。これは、図４に示す「
指定なし」が指定されていた場合である。ステップＳ４１で、ＣＰＵ１１２は、透明トナ
ーを用いて印刷するよう制御する。
【００４６】
　以上説明した制御を行うことによって、画像形成に使用する用紙の種類に応じて、ユー
ザが指定した光沢度に応じた印刷物が出力される。それによってユーザは、用紙の特性情
報に基づいて、所望する光沢度に基づく画像形成がなされた印刷物を手に入れることがで
きる。
【００４７】
　［実施形態２］
　前述の実施形態１では、図４に示すようなＵＩで光沢度を指定した。
【００４８】
　図１０は、本発明の実施形態２に係るＵＩ画面例を示す図である。尚、この実施形態２
に係る印刷装置１１１及びＰＣ１０１の構成及び動作は、前述の実施形態１と基本的に同
じであるため、その説明を省略する。
【００４９】
　図１０のＵＩ画面では、光沢度を複数段階で設定できる。
【００５０】
　図１０のＵＩ画面１００１において、１００２は、光沢度を増すように指示するボタン
である。１００３は、光沢度を減らすように指示するボタンである。これらボタンをユー
ザが操作することにより、スライドするバー１００４が移動して、その光沢度の度合を把
握できる。また或いは、ポインティングデバイスによりこのバー１００４を直接指示して
、光沢度を指定することもできる。
【００５１】
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　またこれ以外にも、多段階で設定できる場合は、数値を直接入力（例えば「－Ｘ～＋Ｘ
」の範囲で設定（Ｘは自然数））するようにしても良い。「－Ｘ」は、Ｘの値が大きいほ
ど、光沢度を抑えるような指定であり、「＋Ｘ」は、Ｘが大きいほど、光沢度を増すよう
な指定である。
【００５２】
　このように、光沢度を複数段階で設定する場合、用紙情報として、表面性の情報を「０
」～「２」ではなく、「０」～「１０」のように多段階に分けて用意し、それぞれの用紙
の表面性の情報に基づいて、透明トナーを載せる量を調整してもよい。
【００５３】
　この場合、例えば、ＣＰＵ１１２は、次のように制御する。光沢度として「－１０～＋
１０」が指定でき、用紙に載せることができる透明トナーの量を「０～１００」として説
明する。
（１）光沢を持つ印刷物を出力したい場合１
・ユーザが指定した光沢度「＋１０」
・画像形成に用いられる用紙の表面性「０」
・用紙に載せる透明トナーの量１００
（２）光沢を持つ印刷物を出力したい場合２
・ユーザが指定した光沢度「＋２」
・画像形成に用いられる用紙の表面性「０」
・用紙に載せる透明トナーの量２０
（３）光沢を持つ印刷物を出力したい場合３
・ユーザが指定した光沢度「－１０」
・画像形成に用いられる用紙の表面性「０」
・用紙に載せる透明トナーの量０
（４）光沢を抑えた印刷物を出力したい場合１
・ユーザが指定した光沢度「－５」
・画像形成に用いられる用紙の表面性「１０」
・用紙に載せる透明トナーの量５０
（５）光沢を抑えた印刷物を出力したい場合２
・ユーザが指定した光沢度「－１０」
・画像形成に用いられる用紙の表面性「１０」
・用紙に載せる透明トナーの量１００
（６）光沢を抑えた印刷物を出力したい場合３
・ユーザが指定した光沢度「－１０」
・画像形成に用いられる用紙の表面性「０」
・用紙に載せる透明トナーの量０
　上述した（１）～（２）は、光沢度の小さい用紙に対して、透明トナーを用いた印刷を
行うことによって、光沢を持つ用紙を出力する場合の例である。また（３）は、元々光沢
度の小さい用紙を用いて画像形成処理を行う場合に、ユーザが、光沢度を抑えた印刷を行
うよう指定した場合の例である。この場合、ＣＰＵ１１２は、用紙に透明トナーを載せな
いよう制御する。また（４）～（５）は、光沢度の大きい用紙に対して、透明トナーを用
いた印刷を行うことによって、光沢を抑えた用紙を出力する場合の例である。さらに（６
）は、元々光沢度の大きい用紙を用いて画像形成処理を行う場合に、ユーザが、光沢度を
持つ印刷を行うよう指定した場合の例である。
【００５４】
　このように、ユーザが指定した光沢度に応じた印刷物が出力されるように、用紙の表面
性と、用紙に載せるトナーの量を制御する。　これによって、ユーザは、複数段階の設定
を行うことができ、光沢度の調整をより詳細に行うことができる。
【００５５】
　以上説明したように本実施形態２によれば、光沢度の指定を、より簡単、かつ容易にで
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きるという効果がある。
【００５６】
　（他の実施形態）
　また、本発明の目的は、以下の処理を実行することによっても達成される。即ち、上述
した実施形態の機能を実現するソフトウェアのプログラムコードを記録した記憶媒体を、
システム或いは装置に供給し、そのシステム或いは装置のコンピュータ（またはＣＰＵや
ＭＰＵ等）が記憶媒体に格納されたプログラムコードを読み出す処理である。この場合、
記憶媒体から読み出されたプログラムコード自体が前述した実施の形態の機能を実現する
ことになり、そのプログラムコード及び該プログラムコードを記憶した記憶媒体は本発明
を構成することになる。

【図１】 【図２】
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